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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも液透過性シート、液不透過性シート、及び該液透過性シートと該液不透過性
シートとの間に挟まれた吸収体を有する吸収性物品であって、
　該吸収体は、吸収層中央部と、該吸収層中央部に比べて低目付けで形成されている該吸
収層中央部の周囲の吸収部とからなり、
　該吸収性物品の肌当接面側には、圧搾条溝が、少なくとも、長手方向中心線に関して対
称となりかつ該吸収層中央部を囲むように設けられ、該圧搾条溝には、長手方向中心線を
跨いで左右一対の間欠部分が形成され、
　該圧搾条溝は肌非当接面側に突出部を形成し、
　該吸収体の肌非当接面側には、幅方向左側及び幅方向右側の側縁に沿って設けられた各
圧搾条溝の少なくとも一部の圧搾条溝の側部に、吸収体と液不透過性シートとの間で形成
される肌当接面側に略凸状の空間部を有する、前記吸収性物品。
【請求項２】
　前記間欠部分が長手方向前側に形成されている、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記間欠部分が長手方向後側に更に形成されている、請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記空間部が、幅方向左側及び幅方向右側の側縁に沿って設けられた各圧搾条溝の少な
くとも一部の圧搾条溝の両側部に形成されている、請求項１～３のいずれか１項に記載の
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吸収性物品。
【請求項５】
　前記空間部が、幅方向左側及び幅方向右側の側縁に沿って設けられた各圧搾条溝の両端
部にまで形成されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関する。特に、吸収体の所定の位置に圧搾条溝、及び該圧搾条
溝の側部に空間部が設けられた生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　体液漏れ防止を目的とした吸収性物品として、肌当接面に立体形状からなる突設部を形
成させ、かつ該突設部の周囲を連続的に凹部で囲んだ吸収性物品が知られている（特許文
献１）。
　しかしながら、該吸収性物品では、突設部周囲は連続的に凹状の溝で囲まれ、該溝は表
面シートと吸着層とを圧縮して形成されているため、溝部の密度が周囲よりも高くなり、
剛性が高まることにより、身体の形状に沿って柔軟に変形しにくくなる。特に、排泄部の
後方側に当たる突設部の後端部では、吸収体幅方向に向けて溝が連続するため、装着時に
幅方向外側から力が加えられた時に、着用者の股間に向かって隆起しにくい。
　また、隆起する場合でも特にその場所を規定する構造になっていないため、着用者の股
間形状に沿った場所ではない部分で隆起してしまう可能性があり、その結果、ヨレの発生
を誘引する。そのうえ、吸収性物品が隆起した時の幅方向の断面形状は山型となり（図２
Ｂ参照）、吸収体が着用者の肌面に接触する面積は非常に小さくなる。
　更に、溝部がコア部の厚さ方向における略中央部からコア部の裏面までの間に配置され
ているため、着用者の大腿部から幅方向に圧縮力が加えられた場合に、溝からコア部へと
伝わる力は、吸収体の厚さ方向における肌当接面側から肌非当接面側等の様々な方向に拡
散する。これにより、コア部が様々な方向に折れ曲がる恐れがあり、常に安定した変形状
態を得ることができない。
【０００３】
　また、幅方向の漏れ及び装着時における吸収層の面形状の不安定性を改善したものとし
て、溝部が複数個に分離した吸収性物品も報告されている（特許文献２）。しかし、この
場合の溝部は、肌当接面側の吸収層にのみ設けられているため、吸収体が様々な方向に折
れ曲がる可能性があり、常に安定した変形状態を得ることができない。
【０００４】
　一方、肌当接面側の吸収層に加えて肌非当接面側の吸収層にも可撓軸を有する吸収性物
品として、肌非当接面側から肌当接面側に向けて溝加工することにより、肌非当接面に凹
部の立体溝を設けたものが報告されている（特許文献３）。該立体溝は、肌当接面側の立
体溝に対応する肌非当接面側の位置の内側又は外側のいずれか一方のみに形成されている
。しかし、吸収性物品は股間に装着された時に種々の装着形状をとるため、その装着形態
によっては、特許文献３の吸収性物品では、常にフィット性に優れた所定の形状をとるの
は困難である。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－３３０５４号公報
【特許文献２】特開２００７－１９５６６５号公報
【特許文献３】特開平１０－９９３７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明は、ヨレの発生がなく、より大きな面積で吸収体を着用者の肌面に接触
させることができ、しかも吸収層中央部（コア部）が様々な方向に折れ曲がる恐れのない
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、常に安定した変形状態を得ることができる吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、かかる実情に鑑み鋭意検討を行った結果、肌非当接面側には吸収層中央
部を囲むように長手方向中心線に関して対称の圧搾条溝が設けられ、該圧搾条溝は特定の
位置で分離され、かつ肌非当接面側には、幅方向左側の側縁及び幅方向右側の側縁に沿っ
た各圧搾条溝の少なくとも一部の圧搾条溝の側部に、吸収体と液不透過性シートとの間で
略凸状の空間部が形成されることにより、吸収性物品の厚さ方向において肌非当接面又は
肌非当接面よりも内側に形成される突出部が該空間部に入り込みやすくなる結果、上記課
題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
　すなわち、（１）本発明は、少なくとも液透過性シート、液不透過性シート、及び該液
透過性シートと該液不透過性シートとの間に挟まれた吸収体を有する吸収性物品であって
、
　該吸収体は、吸収層中央部と、該吸収層中央部に比べて低目付けで形成されている該吸
収層中央部の周囲の吸収部とからなり、
　該吸収性物品の肌当接面側には、圧搾条溝が、少なくとも、長手方向中心線に関して対
称となりかつ該吸収層中央部を囲むように設けられ、該圧搾条溝には、長手方向中心線を
跨いで左右一対の間欠部分が形成され、
　該吸収体の肌非当接面側には、幅方向左側及び幅方向右側の側縁に沿って設けられた各
圧搾条溝の少なくとも一部の圧搾条溝の側部に、吸収体と液不透過性シートとの間で形成
される肌当接面側に略凸状の空間部を有する、前記吸収性物品を提供する。
　（２）本発明は、前記間欠部分が長手方向前側に形成されている、（１）に記載の吸収
性物品を提供する。
　（３）本発明は、前記間欠部分が長手方向後側に更に形成されている、（２）に記載の
吸収性物品を提供する。
　（４）本発明は、前記空間部が、幅方向左側及び幅方向右側の側縁に沿って設けられた
各圧搾条溝の少なくとも一部の圧搾条溝の両側部に形成されている、（１）～（３）のい
ずれか１に記載の吸収性物品を提供する。
　（５）本発明は、前記空間部が、幅方向左側及び幅方向右側の側縁に沿って設けられた
各圧搾条溝の両端部にまで形成されている、（１）～４のいずれか１に記載の吸収性物品
を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の吸収性物品によれば、長手方向中心線を跨いで左右一対となるように設けられ
た間欠部分により、吸収層中央部の隆起する位置を規定しながら、吸収層中央部を身体に
向かって隆起させることができ、ヨレの発生を防ぐことができる。また、この隆起した時
の吸収層中央部の断面形状は台形型となるため、吸収体の吸収面積を広く設けることがで
きる。
　また、吸収体の肌非当接面側には圧搾条溝の側部に空間部を設けることにより、吸収体
の肌非当接面又は肌非当接面よりも内側に設けられた突出部が、吸収性物品の装着状態に
応じて、該空間部に押し込まれるように移動し、肌非当接面側から吸収層中央部を押し上
げるため、吸収性物品を着用者の排泄部に常に安定的に密着させ、排泄物の漏れを防ぐこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を、以下、図面を用いて説明するが、本発明は図面に示されたものに限定される
ものではない。図１は、本発明の代表的な吸収性物品１の平面図であり、図２Ａは、図１
のＡ－Ａ’断面図である。図２Ｃは、図１の吸収性物品が隆起した時の、Ａ－Ａ’断面形
状を示す図である。図２Ｂは、本発明の吸収性物品１と比較するための、間欠部分がない
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圧搾条溝が形成された吸収性物品が隆起した時の断面形状を示す図である。図３は、図２
Ａの丸で囲んだ領域の拡大図である。図４～７は、本発明の吸収性物品１の実施態様の平
面図であり、図８は、図１の吸収性物品の空間部１０の領域の一態様を肌非当接面側から
示す平面図である。
　なお、これらの図に示す本発明の吸収性物品には、長手方向の両側縁から延出する一対
のウィング部が備えられているが、該ウィング部はなくてもよい。
【００１１】
　本発明の吸収性物品１は、少なくとも、液透過性シート５、液不透過性シート６、及び
吸収体７から構成されている。吸収体７は、通常、台紙１２と一体化され、一体化された
吸収体は、液透過性シート５と液不透過性シート６との間に挟まれている。吸収体７は、
吸収層中央部２とその周囲の吸収部８とから構成されており、周囲吸収部８は、吸収層中
央部２よりも低目付けで形成されている。吸収体の用途等によって異なるが、吸収層中央
部２の目付けは、一般に、２００～１２００ｇ/ｍ2であり、周囲吸収部８の目付けは、１
００～４００ｇ/ｍ2である。吸収体７は、必ずしも一つの吸収層で構成されている必要は
なく、下層吸収部と上層の突設部のように分かれていてもよい。
【００１２】
　図１に示すように、本発明の吸収性物品１には、平面視して、少なくとも、長手方向中
心線に関して対称となりかつ吸収層中央部２を囲むように圧搾条溝３が形成される。また
、圧搾条溝３により液透過性シーと５と吸収体７とは接合されている。
【００１３】
　圧搾条溝３の形状は、少なくとも吸収層中央部２を囲むような形状であればよい。例え
ば、吸収層中央部２を囲む圧搾条溝の内で、幅方向左側の側縁及び幅方向右側の側縁に沿
って形成された各圧搾条溝の形状は、線状、波状、幅方向外側に凸状等のいずれでもよい
。また、吸収層中央部２を囲む圧搾条溝の内で、長手方向前側及び長手方向後側の圧搾条
溝は、線状、波状、長手方向外側に凸状等のいずれでもよい。また、圧搾条溝３の形状は
、図４～７に示すように、吸収層中央部２を囲み、更に、長手方向前側及び長手方向後側
において、長手方向外側に凸型となるような形状であってもよい。
【００１４】
　圧搾条溝３の溝自体の形状は特に制限されず、例えば、圧搾条溝全面が一定の深さを有
する凹部でもよいが、図３に示すように、最深部と低深部とからなる集合体から形成され
ていることが好ましい。このような形状をとることにより、最深部の密度と低深部の密度
とが異なるために、効果的に排泄物を引き込むことができ、また剛性が高くなりすぎず、
肌ざわりも悪くなりにくい。
【００１５】
　圧搾条溝３で囲まれる吸収層中央部２の形状は特に制限されず、例えば、長方形、楕円
形、円形、雫型、四角形、三角形等である。圧搾条溝３で囲まれる吸収層中央部２の寸法
は、長手方向が約４０ｍｍ以上であることが好ましく、約６０ｍｍ～約１２０ｍｍの範囲
であることがより好ましい。幅方向は、約１０ｍｍ以上であることが好ましく、約２５ｍ
ｍ～約５０ｍｍの範囲であることがより好ましい。圧搾条溝３で囲まれる吸収層中央部２
の位置関係は、通常、圧搾条溝３で囲まれる吸収層中央部２の長手方向前端部が、吸収体
７の長手方向前端部から少なくとも１０ｍｍ後方にあり、圧搾条溝３で囲まれる吸収層中
央部２の長手方向後端部が、吸収体７の長手方向後端部から少なくとも１０ｍｍ前方にあ
る。
【００１６】
　圧搾条溝３は、長手方向中心線を跨いで左右一対の、吸収体が圧搾されていない間欠部
分４を有する。間欠部分４によって分離された、幅方向左側の側縁に沿った圧搾条溝及び
幅方向右側の側縁に沿った圧搾条溝を、以下、それぞれ、「幅方向左側の側縁圧搾条溝」
、「幅方向右側の側縁圧搾条溝」、また、これらをまとめて、「幅方向左右の側縁圧搾条
溝」と言うことがある。装着時に吸収体幅方向外側から力が加えられた時に、幅方向左右
の側縁圧搾条溝が折れ基点となって肌非当接面側に折れ曲がる。一方で、幅方向左右の側
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縁圧搾条溝より幅方向内側で圧搾条溝に隣接する部分には、間欠部分が長手方向中心線を
跨いで左右一対となるように設けられているので、圧搾条溝と間欠部分との剛性差により
間欠部分は柔軟に曲がりやすく、肌当接面側に隆起しやすくなる。更に、左右一対の間欠
部分の間には幅方向に沿った圧搾条溝が設けられているため、圧搾条溝で囲まれた吸収層
中央部は、必ずその間欠部分を基点として着用者の身体の方に向かって隆起すこととなる
。そのため、吸収層中央部が所定の形状で隆起し、身体（臀部の溝）にフィットするので
、吸収性物品のヨレの発生を防ぐことができる。
【００１７】
　間欠部分４は、長手方向の前側又は後側のいずれか一方に設けられても、又はその両方
に設けられてもよいが、少なくとも長手方向前側に設けられることがより好ましい。これ
は、長手方向前側に間欠部分が存在することにより、着用者の排泄部の形状に接する表面
積が広くなり、また長手方向後側に間欠部分が存在しないことにより、吸収性物品が隆起
し、身体にフィットし易くなるためである。図１には、間欠部分が長手方向の前後両側に
設けられている態様を示す。
【００１８】
　間欠部分の長さは、通常、約２ｍｍ～約２０ｍｍの範囲であり、好ましくは約５ｍｍ～
約１０ｍｍの範囲である。間欠部分の長さが２ｍｍ未満では、折れ起点として機能しにく
く、好ましくない。また、２０ｍｍを超えると、仮に吸収層中央部から排泄物が流れ出し
た場合に、これをせき止めることができずに吸収性物品の外に漏れ出てしまう可能性があ
り、好ましくない。
【００１９】
　圧搾条溝３は、肌非当接面側に突出部９を形成する。突出部９は、通常、吸収性物品の
非装着状態では、厚さ方向で肌当接面と同じ位置又は肌当接面よりも内側の位置にあり、
装着状態で突出部９が肌非当接面から肌非当接面側に突出するように形成されているが、
非装着状態において突出部９が既に肌非当接面から肌非当接面側に突出するように形成さ
れていることが好ましい。
【００２０】
　幅方向左側の側縁圧搾条溝３及び幅方向右側の側縁圧搾条溝３のそれぞれの少なくとも
一部の側部には、断面視した時に、突出部９をほぼ挟むように、台紙１２と液不透過性シ
ート６との間に、肌当接面側に向かって略凸状をなす空間部１０が形成される。本明細書
において「側部」とは、幅方向左側の側縁に沿った圧搾条溝及び幅方向右側の側縁に沿っ
た圧搾条溝のそれぞれの側縁部を含む、各圧搾条溝の近傍領域を意味する。空間部１０は
、着用者の大腿部から圧縮力が加えられた場合に、突出部９は幅方向内側に変形移動する
が、この変形移動した突出部９を押し込む部分である。押し込まれるように移動した突出
部９は、吸収層中央部２の肌非当接面側から吸収層中央部２を押し上げ、これによって吸
収層中央部２は肌当接面側に突出するように変形し、着用者の排泄部に密着する（「噛み
込み効果」）。
【００２１】
　図２Ａ、及び図２Ａの丸で囲んだ領域を拡大して示す図３には、非装着状態で、突出部
９が肌非当接面から肌非当接面側に突出している態様を示す。
【００２２】
　突出部９は、突出部９が装着状態において肌非当接面から肌非当接面側に突出する場合
、あるいは突出部９が非装着状態で既に肌非当接面から肌非当接面側に突出するように形
成されている場合には、その突出度は、圧搾条溝３の底部が、吸収層中央部２の肌非当接
面よりも肌非当接面側に約０．５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲で突出する程度である。すなわ
ち、圧搾条溝３の底部と吸収層中央部２の肌非当接面との厚さ方向における高さの差が、
約０．５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲となるように突出する。この差は、好ましくは、約１ｍ
ｍである。この差が約０．５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲内にあれば、空間部１０に突出部９
が入り込みやすくなる。
【００２３】
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　空間部１０の頂部は、吸収層中央部２の肌非当接面よりも約０．５ｍｍ～約１０ｍｍの
範囲で、肌当接面側に設けられるように形成される。すなわち、圧搾条溝３の底部と空間
部１０の頂部との吸収体７の厚さ方向における高さの差が約０．５ｍｍ～約１０ｍｍの範
囲となるように形成される。好ましくは、この差は、約２ｍｍである。この差が、約０．
５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲であれば、空間部１０に突出部９がより入り込み易くなるため
である。
【００２４】
　空間部１０は、例えば図８に示すように、幅方向左右の側縁圧搾条溝３のそれぞれ少な
くとも一部に設けられていればよく、その領域は特に限定されない。しかし、少なくとも
脚部の側圧がかかる箇所には、空間部１０が形成されている必要があるため、吸収性物品
が生理用ナプキンである場合には、空間部１０は、少なくとも膣口に当接する領域に形成
されていることが好ましい。この場合の空間部１０の長手方向の長さは、少なくとも１５
ｍｍ以上である。１５ｍｍ未満では、「噛み込み効果」が得られにくい。本発明の吸収性
物品では、空間部１０は、排泄物の流れを吸収層中央部に誘導することができる点から、
幅方向左右の側縁圧搾条溝３のそれぞれの両端部にまで形成されていることが好ましい（
非図示）。空間部１０は、吸収層中央部を身体にフィットさせやすい点から、後述の実施
態様１～４で説明するように、幅方向左右の側縁圧搾条溝を含み、長手方向において、長
手方向前側又は前後側にある間欠部分の外側の圧搾条溝の位置にまで形成されていること
がより好ましい（非図示）。なお、本明細書において、圧搾条溝の「端部」とは、幅方向
左右の側縁圧搾条溝のそれぞれの末端部分を意味する。
【００２５】
　空間部１０は、吸収層中央部２を囲む圧搾条溝３の内、幅方向左右の側縁圧搾条溝３の
それぞれ少なくとも一部に設けられるが、必ずしも該圧搾条溝の両側部に設けられる必要
はない。
　例えば、各圧搾条溝３の側部の一方のみ、すなわち、幅方向左側の側縁圧搾条溝３と幅
方向右側の側縁圧搾条溝３との間であって、幅方向左側の側縁圧搾条溝３の一方の側部と
、幅方向右側の側縁圧搾条溝３の一方の側部とに、空間部１０が一対となるように形成さ
れていてもよい。これにより、装着時に側方から力を受けた時に、空間部１０を基点とし
て吸収層中央部２が着用者側に持ち上げられ、一方で突出部９は幅方向内側に変形移動し
て吸収層中央部２を押し上げ隆起させるので、吸収層中央部２が身体にフィットしやすく
なる。この場合、一対の空間部１０は、長手方向中心線よりも、上記の一対の圧搾条溝３
側に近い位置に配置されることが好ましい。これにより、安定した変形形態を確保するこ
とが可能となる。
【００２６】
　好ましくは、空間部１０は、各圧搾条溝３の両側部に設けられる。これは、側圧が加え
られた場合に、突出部がほぼ平行に吸収層中央部側に移動することになるので、圧搾条溝
から吸収層中央部へ一定の方向から力を伝えやすくなり、隆起した時の吸収層中央部の断
面形状を、図２Ｂの山型に対して、左右対称な台形型として保つことができるからである
（図２Ｃ参照）。このような台形型の吸収層中央部は、着用者の身体に面状で接触し、吸
収体の吸収面積を広く設けることができる。また、圧搾条溝の非吸収層中央部側の側部に
も空間部が設けられることにより、圧搾条溝よりも外側の吸収体部分を該空間部が確実に
押し上げるため、排泄物を確実に圧搾条溝でせき止めることができるからである。このよ
うに、両側部での空間部の形成は、一方の側部での空間部の形成に比べて、更に安定した
変形形態を確保することが可能となり、肌への密着性を向上させることができる。図３に
は、空間部１０が突出部９を挟むようにその両側部に設けられている態様を示す。
【００２７】
　圧搾条溝３は、後述するエンボス加工装置の噛み合わせによって形成される一対の壁部
１１を備える（図２Ａ及び３）。壁部１１は、例えば、液透過性シート５及び吸収体７を
吸収性物品１の厚さ方向に圧搾する時に、吸収性物品１の厚さ方向の略中央部において引
張応力が強く生じ、この引張応力により吸収体７が引き伸ばされて形成される。吸収体７
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が引き伸ばされることによって形成された壁部１１の密度は、その略中央部では低い。こ
の低密度部分は、吸収層中央部２が排泄物を吸収した時に、高密度部分から伝わる排泄物
の拡散を抑制することができる。
【００２８】
　図４～７に、本発明の吸収性物品１の実施態様（それぞれ、第１、２、３、４の実施態
様）を示す。第１～４の実施態様では、図１に示す圧搾条溝３に加えて、吸収性物品１の
長手方向前側及び長手方向後側に、長手方向外側に凸型の圧搾条溝３が設けられる。第１
～４の実施態様においても、すべての圧搾条溝３は、図１に示した態様と同様に長手方向
中心線を基点として左右対称となるように設けられる。
【００２９】
　第１の実施態様では、図４に示すように、幅方向左側の側縁圧搾条溝３は、その端部に
更に圧搾条溝が連結され、この連結された圧搾条溝は長手方向外側に凸型を形成しながら
、幅方向右側の側縁圧搾条溝の端部に連結される。このような凸型の圧搾条溝は、長手方
向の前後両側に形成される。本実施態様では、圧搾条溝は吸収体全体の周縁部に閉鎖形に
形成される。
【００３０】
　本実施態様では、吸収層中央部は間欠部分を基点に隆起しており、吸収層中央部の長手
方向中心線を基点とする対称な変形を長手方向の前後側にもそのまま伝えることにより、
ヨレの発生を防ぐことができる。圧搾条溝は、液透過性シートと吸収層中央部とを圧縮し
ているため、周囲吸収部よりも密度が高く、排泄物を引き寄せる力がある。そのため、仮
に排泄物が吸収層中央部から漏れたとしても、該排泄物は、長手方向前側及び長手方向後
側の圧搾条溝の方向へ誘導されることにより、吸収体の全面を効率的に利用して吸収性物
品の外への排泄物の漏れを防ぐことができる。
【００３１】
　第２の実施態様では、図５に示すように、圧搾条溝は、第１の実施態様とほぼ同様の閉
鎖形を形成するが、吸収層中央部２を囲む圧搾条溝３は、第１の態様と比べてやや長手方
向の前側の位置に形成される。また、長手方向後側では、吸収層中央部２を囲む圧搾条溝
３の内で長手方向後側の圧搾条溝と、第１の態様において長手方向外側に凸型に形成され
た圧搾条溝との間に、長手方向外側に凸型の圧搾条溝が更に形成される。
【００３２】
　第３の実施態様では、図６に示すように、第２の実施態様における閉鎖形の圧搾条溝が
、幅方向左右の側縁圧搾条溝３の長手方向後端部の位置でそれぞれ分離される。すなわち
、吸収層中央部２を囲む長手方向後側の圧搾条溝３の長手方向後側に、長手方向外側に凸
型に形成された２本の圧搾条溝が、幅方向左側の側縁及び幅方向右側の側縁において、長
手方向中心線に関して左右対称となるように間欠部分４を有する。
【００３３】
　第４の実施態様では、図７に示すように、吸収層中央部２を囲む圧搾条溝３の内で長手
方向後側の圧搾条溝と、第１の態様において長手方向外側に凸型に形成された圧搾条溝と
の間に形成された長手方向外側に凸型の圧搾条溝が、長手方向中心線上において間欠部分
４を有する。
【００３４】
　第２～４の実施態様では、幅方向左右の側縁圧搾条溝の長手方向後側に更に１つ以上の
圧搾条溝が設けられているため、仮に吸収層中央部から排泄物が漏れたとしても、該排泄
物を長手方向後側の圧搾条溝に誘導することができる。
　また、第１、２及び４の実施態様では、吸収層中央部２を囲む吸収体領域においては、
前後の間欠部分の幅方向外側に圧搾条溝が形成されているため、幅方向外側から力が加え
られた時に、圧搾条溝と間欠部分との剛性差により吸収体が隆起しやすくなる。更に、空
間部が、長手方向において、前後の間欠部分の外側の圧搾条溝の位置にまで形成されてい
る場合には、突出部は幅方向内側に変形移動して吸収層中央部を押し上げ隆起させるので
、吸収層中央部が身体にフィットしやすくなる。なお、第３の実施態様では、空間部が、
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長手方向において、前側の間欠部分の外側の圧搾条溝の位置にまで形成されている場合に
は、上と同様の効果が得られる。
【００３５】
　以上の第１～４の実施態様では、吸収層中央部の寸法、圧搾条溝の溝自体の形状、間欠
部分の長さ、空間部の長さ、空間部の頂部と圧搾条溝の底部との位置関係、及び圧搾条溝
と吸収層中央部の肌非当接面との厚さ方向における高さの差は、図１に示した本発明の代
表的な吸収性物品の態様と同様である。
【００３６】
　液透過性シートは、その全部又は一部が液透過性であり、液透過域は、多数の液透過孔
が形成された樹脂フィルム、多数の網目を有するネット状シート、液透過性の不織布、又
は織布などで形成される。前記樹脂フィルムやネット状シートは、ポリプロピレン、ポリ
エチレン、ポリエチレンテレフタレート等で形成されたものを使用できる。また不織布と
しては、レーヨン等のセルロース繊維、合成樹脂繊維などから形成されたスパンレース不
織布、該合成樹脂繊維で形成されたエアスルー不織布などを用いることができる。また、
多数の液透過孔を形成すると共に、シリコーン系やフッ素系の撥水性油剤を塗布して、そ
の外面に体液が付着しにくいものとしてもよい。
　上記繊維の径は１．１～６．６ｄｔｅｘの範囲が好ましく、液透過性シートの目付けは
１５～１２０ｇ／ｍ２の範囲が好ましい。
【００３７】
　本願発明の吸収性物品を構成する吸収体は、パルプ、化学パルプ、レーヨン、アセテー
ト、天然コットン、高分子吸収体、繊維状高分子吸収体、合成繊維、発泡体等、又はこれ
らを混合したものからなり、型崩れし難く、化学的刺激が少ないものであることが好まし
い。上記材料を積層し、シート材料（被覆材）で巻き込んだり、上下２層のシートで挟み
込んだりして積層物を被覆、プレスし、吸収体を形成する。被覆材は、パルプ、化学パル
プ、レーヨン、アセテート、天然コットン等のセルロース系繊維や、ポリエチレン、ポリ
プロピレン、ポリエチレンテレフタレート等の熱可塑性樹脂などが挙げられる。
　吸収体が突設部を有する場合は、１層以上の吸収体に別の吸収体を配置したり、１層の
吸収体内で部分的に目付を周辺よりも高くしたりすることによって、突設部を形成しても
よい。
【００３８】
　液不透過性シートは、体液を透過しない液難透過性である。厚さ１５～６０μｍのポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリビニルアルコール、ポリ
乳酸、ポリブチルサクシネート、不織布、紙及びこれらのラミネート材料が挙げられる。
無機フィラーを充填させて延伸処理を施すことにより得られる通気性フィルムでもよい。
具体的には、低密度ポリエチレン樹脂を主体として目付１５～３０ｇ/ｍ２の範囲で調整
したフィルムが挙げられる。
【００３９】
　本発明の吸収性物品は、生理ナプキン、失禁パッド等して使用することができる。
【００４０】
　本発明の吸収性物品の製造方法は、少なくとも、液透過性シート５と吸収体７とを重ね
、吸収層中央部２を囲むように厚さ方向に圧搾するエンボス加工工程を含む。これにより
、肌非当接面から肌非当接面側に突出する圧搾条溝３が形成される。詳細には、エンボス
加工工程では、表面に所定のパターンに形成された凸部を有する上型ロール部と、表面に
当該凸部が嵌合可能な凹部が形成された下型ロール部とからなるエンボス加工装置を用い
て、嵌合するように配置された上型ロール部と下型ロール部との間に、液透過性シート５
と吸収体７とを重ねた吸収性材料を、液透過性シート５が上型ロール部に接するように配
置し、該吸収性材料を圧搾する。必要に応じて、液透過性シート５と吸収体７との間には
、不織布又はエアレイドパルプをセカンドシートとして挿入してもよい。
【００４１】
　液透過性シート５と吸収体７との間、又はセカンドシートと吸収体７との間には、接着
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メルト樹脂又はホットメルト接着剤からなる層を設ける場合には、エンボス加工は、熱エ
ンボス加工であることが好ましい。このエンボス加工により、圧搾条溝を形成すると同時
に、液透過性シート５と吸収体７とを一体化してもよい。
【００４２】
　ウィング部を設ける場合には、例えば、ウィング部材を液透過性シート５と液不透過性
シート６との間に挟んで接合してもよく、またウィング部材を配置することなく、液透過
性シート５を幅方向に延出させてもよい。ウィング部材は、例えば、不織布やフィルムな
どである。
【００４３】
　最後に、吸収体７の肌非当接面側に液不透過性シート６を供給して、液透過性シート５
と液不透過性シート６とを接合する。
【００４４】
　上記実施形態においては、生理用ナプキンの製造方法を例に説明したが、本発明の製造
方法は、他の吸収性物品、例えば失禁パッドの製造にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】図１は、本発明の代表的な吸収性物品の平面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、図１のＡ－Ａ’断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、間欠部分がない圧搾条溝が形成された吸収性物品が隆起した時の、
幅方向の断面形状を示す図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、図１の吸収性物品が隆起した時の、Ａ－Ａ’断面形状を示す図であ
る。
【図３】図３は、図２Ａの丸で囲んだ領域の拡大図である。
【図４】図４は、本発明の吸収性物品の実施態様の平面図である。
【図５】図５は、本発明の吸収性物品の別の実施態様の平面図である。
【図６】図６は、本発明の吸収性物品の別の実施態様の平面図である。
【図７】図７は、本発明の吸収性物品の別の実施態様の平面図である。
【図８】図８は、図１の吸収性物品の空間部１０の領域の一態様を肌非当接面側から示す
平面図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　　吸収性物品
　２　　吸収層中央部
　３　　圧搾条溝
　４　　間欠部分
　５　　液透過性シート
　６　　液不透過性シート
　７　　吸収体
　８　　周囲吸収部
　９　　突出部
　１０　　空間部
　１１　　壁部
　１２　　台紙
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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